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特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

８
月
の
現
況
届
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

②
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

　
ひ
と
り
親
家
庭
ま
た
は
、
そ
の
子
ど
も

を
育
て
て
い
る
養
育
者
家
庭
な
ど
に
対
し
、

医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
あ
り

③
未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に

対
す
る
臨
時
・
特
別
給
付
金

　
未
婚
で
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
に
、
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

覆
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方

▼
令
和
元
年
１１
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
る
母
ま
た
は
父

▼
基
準
日
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
婚
姻

（
法
律
婚
）
を
し
た
こ
と
が
な
い
方

▼
基
準
日
に
お
い
て
、
事
実
婚
を
し
て
い

な
い
、
ま
た
は
相
手
の
生
死
が
不
明
な
方

※
基
準
日
＝
令
和
元
年
１０
月
３１
日

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
も
の
の
ふ
の
国く

に

」

天あ
ま

野の

純す
み

希き　
著

「
彼か

の

女じ
ょ

た
ち
の
場ば

合あ
い

は
」

江え

國く
に

香か

織お
り　
著

「
百ひ

ゃ
っ
か花
」

川か
わ

村む
ら

元げ
ん

気き　
著

「
魔ま

法ほ
う

を
召め

し
上あ

が
れ
」

瀬せ

名な

秀ひ
で

明あ
き　
著

「
め
ぐ
り
逢あ

い
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」

谷た
に

瑞み
ず

恵え　
著

「
夢ゆ

め

見み

る
帝て

い

国こ
く

図と

書し
ょ

館か
ん

」
中な

か

島じ
ま

京き
ょ
う

子こ　
著

■
児
童
書

「
日に

本ほ
ん

の
元げ

ん

号ご
う

大だ
い

事じ

典て
ん

」

日に

本ほ
ん

の
元げ

ん

号ご
う

大だ
い

事じ

典て
ん

編へ
ん

集し
ゅ
う

委い

員い
ん

会か
い

編
著

「
お
お
か
み
さ
ん
い
ま
な
ん
じ
？
」

中な
か

川が
わ

ひ
ろ
た
か
文　
山や

ま

村む
ら

浩こ
う

二じ

絵

「
お
か
い
も
の
な
ん
だ
っ
け
？
」

宮み
や

野の

聡さ
と

子こ　
作

「
は
る
と
あ
き
」

斉さ
い

藤と
う

倫り
ん　
作　
吉よ

し

田だ

尚ひ
さ

令の
り　
絵

「
き
ょ
う
も
う
れ
し
い
」

え
が
し
ら
み
ち
こ　
作
・
絵

■
８
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
４
日
㈰
・
１２
日
㉁
・
２５
日

㈰　
午
前
１１
時
～
▼
一
般
向
け
＝
１１
日
㈷

・
１８
日
㈰　
午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１１
日
㈷
・
２５
日
㈰　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
８
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館

５
日
㈪
・
１３
日
㈫
・
１９
日
㈪
・
２６
日
㈪

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口

毎
週
土
・
日
曜
日
、
１２
日
㉁

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。草

加
市

「
草
加
ふ
さ
さ
ら
」
草
加
駅
前
よ
さ
こ
い

サ
ン
バ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
９

腹
７
月
２０
日
㈯　
午
後
４
時
～
９
時
、
７

月
２１
日
㈰　
午
後
１
時
～
９
時

複
草
加
駅
西
口
周
辺

物
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課
☎
９２２
・
０
１

５
１

松
伏
町

親
子
の
た
め
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト

「
音
楽
の
絵
本
」《
エ
レ
ガ
ン
ス
》

腹
８
月
４
日
㈰　
午
後
２
時
～
（
１
時
３０

分
開
場
）

複
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ

出
演　
ズ
ー
ラ
シ
ア
ン
ブ
ラ
ス
と
弦つ

る

う
さ

ぎ沸
大
人
（
高
校
生
以
上
）
２
０
０
０
円
、

子
ど
も
（
中
学
生
以
下
）
１
０
０
０
円

※
３
歳
未
満
は
ひ
ざ
上
鑑
賞
無
料
、
座
席

が
必
要
な
場
合
は
有
料
。

物
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
☎
９９２
・
１
０

０
１

三
郷
市

ｍ
ｉ
ｓ
ａ
ｔ
ｏ　
ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ　
２
０
１

９
～
真
夏
の
ｊ
ａ
ｚ
ｚ
＆
グ
ル
メ
フ
ェ
ス

タ
～

腹
８
月
３
日
㈯　
午
前
１１
時
～
午
後
９
時

※
小
雨
決
行
（
雨
天
中
止
）

複
に
お
ど
り
公
園
（
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ

ス
三
郷
中
央
駅
前
）

淵
ｊ
ａ
ｚ
ｚ
の
生
演
奏
、
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ

イ
ト
、
市
内
を
中
心
に
、
県
内
、
つ
く
ば

エ
ク
ス
プ
レ
ス
沿
線
の
特
徴
あ
る
グ
ル
メ

の
出
店
や
三
郷
の
名
産
・
地
産
品
の
販
売

物
三
郷
市
観
光
協
会
事
務
局
（
商
工
観
光

課
）
☎
９３０
・
７
７
２
１

越
谷
市

令
和
元
年
度
越
谷
花
火
大
会

腹
７
月
２７
日
㈯　
午
後
７
時
～

※
小
雨
決
行

※
荒
天
の
場
合
は
２８
日
㈰
に
延
期

複
越
谷
市
中
央
市
民
会
館
東
側
、
葛
西
用

水
中
土
手

淵
ス
タ
ー
マ
イ
ン
な
ど
約
５
０
０
０
発
の

花
火

物
（
一
社
）
越
谷
市
観
光
協
会
☎
９７１
・
９

０
０
２

吉
川
市

宇
宙
ｄ
ａ
ｙ
～
宇
宙
を
楽
し
む
１
日
～

腹
７
月
２７
日
㈯　
午
前
１０
時
～
午
後
５
時

※
天
体
観
望
会
は
午
後
７
時
３０
分
～

複
児
童
館
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド

淵
宇
宙
に
つ
い
て
の
講
演
会
や
ペ
ー
パ
ー

ク
ラ
フ
ト
工
作
、
宇
宙
迷
路
な
ど

物
児
童
館
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
☎
９８１
・
６
８

１
１

①
児
童
扶
養
手
当

　
１８
歳
ま
で
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
場

合
は
２０
歳
未
満
）
の
子
ど
も
を
育
て
て
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に
対
し
、
手
当
を

支
給
し
ま
す
。

※
申
請
者
や
同
居
者
の
所
得
に
よ
り
、
手

当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
公
的
年
金
を
受
給
す
る
方
は
、
年
金
額

が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い
場
合
、
差

額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
ま
す
。

【
手
当
額
の
変
更
】

　
４
月
分
か
ら
手
当
額
が
変
更
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
交
付
中
の
証
書
に
は
、
改
定
前

の
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

全
部
支
給
額　
４
万
２
５
０
０
円⇒

４
万

２
９
１
０
円

一
部
支
給
額　
４
万
２
４
９
０
円
～
１
万

３０
円⇒

４
万
２
９
０
０
円
～
１
万
１２０
円

支
給
額　
１
万
７
５
０
０
円

※
８
月
の
現
況
届
の
際
に
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。
な
お
、
申
請
に
は
戸
籍
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

④
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
精
神
ま
た
は
身
体
に
一
定
の
障
が
い
の

あ
る
２０
歳
未
満
の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る

方
の
う
ち
、
主
と
し
て
生
計
を
維
持
す
る

方
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

【
手
当
額
（
月
額
１
人
あ
た
り
）】

１
級
（
重
度
）
…
５
万
２
２
０
０
円

２
級
（
中
度
）
…
３
万
４
７
７
０
円

※
物
価
の
変
動
に
応
じ
て
手
当
額
が
決
め

ら
れ
て
お
り
、
平
成
３１
年
４
月
分
か
ら
変

更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所

し
て
い
る
場
合
は
、
手
当
が
受
け
ら
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
す
る

方
や
同
居
し
て
い
る
方
の
所
得
に
よ
っ
て

は
、
手
当
の
支
給
が
停
止
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

物
①
～
③
子
育
て
支
援
課
☎
焚
２
０
９
、

④
障
が
い
福
祉
課
☎
焚
４
２
８

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
支
援
事
業

事例

　私は、昨年夫と離婚したのですが、夫とは、子どもの養育費を毎
月８万円支払ってもらう約束を公正証書でしました。しかし、先月
から養育費の支払が止まり、元夫にメールをしても返事がありませ
ん。元夫の職場にも連絡をしたのですが、転職をしてしまったよう
です。約束した養育費を支払ってもらうにはどうしたら良いでしょ
うか。
回答

　裁判所や公正証書で決めた支払の約束が守られない場合、支払う
義務のある相手の給料や預金口座の差押え（強制執行）を裁判所に
申し立てることができます。しかし、現在の法律では、給料を差し
押さえる場合には相手の勤務先の情報を特定する必要があります。
また、預貯金口座を差し押さえる場合には、どの銀行のどの支店の
口座の預金を差し押さえるか特定して申立書に記載する必要があり
ます。そのため、設例で元夫の現在の勤務先や預貯金口座の情報が
分からない場合には、強制執行の申立てをすることが事実上困難で
した。
　しかし、令和元年５月１０日に強制執行に関する法律（民事執行法）
の改正法が成立しました。この改正法では、相手の勤務先の情報は
市町村役場や日本年金機構等から、預貯金口座の情報は銀行等の金
融機関から裁判所を通じて取得することができるようになります。
これによって、まだ万全ではありませんが、従来よりもかなり強制
執行による権利の実現がしやすくなり、支払義務者の「逃げ得」を
防ぐことができるようになります。
　この改正法が実際にスタート（施行）する時期は、原則として公
布の日（令和元年５月１７日）から１年以内の政令で定める日と予定さ
れています。この改正法が施行されれば、過去に裁判で金銭の支払
を命じる判決等を取得したものの、相手から支払がなく、強制執行
もできなかった案件について再度強制執行を検討することも可能に
なると思われます。具体的な強制執行の手続については、やや難し
い部分も多いので、専門家の弁護士に相談をした方が良いでしょう。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　廣部俊介（弁護士）

強制執行

　食べすぎや運動不足などの不健康な生活習慣は、
糖尿病をはじめとする生活習慣病の原因となります。
　生活習慣病は、初期に自覚症状がないことが多い
ため、毎年特定健診を受診して健康状態をチェック
しましょう！

物特定健診について　　　　　国保年金課　　☎焚８２５
　健康マイレージについて　　保健センター　☎９９５－３３８１

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

特定健診などの受診で八潮市
ハッピーこまちゃん健康マイレ
ージのポイントが貯まります！
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